
第 5章

ASEAN地域主義とAFTA－CERリンケージ協議

　前章では，オーストラリア政府のアジア太平洋地域主義戦略を背景のひと

つとして，ケアンズ・グループ，APECといった多国間協力枠組みのなかで

オーストラリア・ASEAN関係が深化していく様子をみた。本章では， 1対

1関係としてのオーストラリア・ASEAN関係に焦点をあてる。そして，

1990年代に生じた域内外の政策課題に対処するにあたり ASEANはなぜ地域

協力強化，拡大の道を選んだのか，またそのような ASEANの地域主義的傾

向にオーストラリアはどのように対応したのかを説明したい。

　そのため，まず ASEANの政治協力，経済協力の進展をレビューする。そ

して，ASEANという地域組織を比較的うまく運営してきたことに加え，

1980年代に始まった加盟国の高度経済成長によって ASEAN全体が自信を深

めていたことを指摘する。ASEANはその自信を背景に，1990年代に生じた

政治経済課題を切り抜けるため地域主義戦略を採用した。

　ASEANの地域主義的傾向が強まるなか，オーストラリア政府は1980年代

末に東南アジアへの「包括的関与」を宣言し，ASEANとの関係を対東アジ

ア政策の基礎にすえる。ASEANの地域主義戦略のなかでもとくに AFTA創

設へ向けたイニシャティブは，オーストラリア対外経済政策の根本を動揺さ

せかねなかった。政府は ASEANとの継続的な協議プロセス（AFTA－ CER

リンケージ協議）を新設し維持することによって，できる限り AFTAを域外

に開かれたものにしようと試みる。

　協議プロセスの設置は1990年代の ASEAN地域主義に対するオーストラリ

アの対応だったが，期待された具体的成果をあげることができなかった。

ASEANとの協議の不調は，オーストラリアが世紀末に 2度目の対外経済政
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策変更を行う主な要因のひとつとなる。

第 1節　ASEAN地域協力の展開

　1967年の ASEAN創設は，加盟国の独立と自律性を維持すること，また各

国の政治経済発展のために地域の安定を確保することを主な目的としていた。

その後 ASEANは組織の制度化と政治，経済協力スキームの整備を漸進的に

進めてきた。とくに1976年にバリで開催された第 1回首脳会議は，ASEAN

地域協力推進に向けた分水嶺となった。

1．政治協力

⑴　「東南アジア友好協力条約」と「ASEAN協和宣言」

　ASEANが第 1回首脳会議を1976年に開いたのは，ベトナム戦争終結，大

陸部東南アジアからのアメリカ軍撤退，インドシナ半島諸国の共産化など，

地域環境の劇的変化に迅速に対応する必要があったからである。首脳会議で

は，ASEANはより強固な政治共同体創設に向かうべきとの合意が形成され，

その合意は「東南アジア友好協力条約」（Treaty of Amity and Cooperation in 

Southeast Asia，TAC）と「ASEAN協和宣言」（Declaration of ASEAN Concord）

への署名というかたちで表された⑴。

　TAC締結により，ASEANは創設10年目にして組織の基礎となる国際条約

を手にした。TAC加盟国はその第 2条に明記された以下の域内行動規範に

法的に拘束されることになった。

⒜　すべての国民（nations）の独立，主権，平等，領土的一体性，アイデ

ンティティを尊重すること

⒝　すべての国家（states）が外部からの干渉，破壊，強制を受けずに存
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在する権利を承認すること

⒞　内政干渉を行わないこと

⒟　意見の相違や紛争を平和的手段で解決すること

⒠　武力行使，武力による威嚇を放棄すること

　より重要なのは，ASEAN加盟国が上記の規範が誠実に遵守される地理的

範囲を拡大する必要があると認識していたことであろう。すなわち，外部の

影響力が介入しない状況での加盟国の政治経済発展という目標を達成するた

め，ASEANは最終的に東南アジア全域をカバーしなければならないという

ことである。TAC第18条は，同条約は「他の東南アジア諸国の加盟に開か

れたものとする」とし，実質的に域内非加盟国に ASEAN加盟の道を開いて

いる⑵。

　ASEAN協和宣言は各加盟国と ASEANの政治的安定
4 4 4 4 4

を追求するため，経

済，社会，文化，政治の各分野での地域協力を拡大すると述べた。政治協力

拡大の内容としては，必要に応じた首脳会議の開催，常設事務局設置による

組織強化などが明記されている⑶。協和宣言は全体として，地域「アイデン

ティティ」，地域「連帯」の育成と強靱な ASEAN共同体建設の必要性を強

調していた⑷。

　1967年の創設以後，加盟国間で大規模な軍事衝突がなかったことは

ASEANの重要な成果のひとつと考えるべきであろう。それは ASEAN創設

直前の数年間でさえ，程度の差はあれすべての東南アジア諸国が隣国との不

安定な政治関係を抱えていたことを考えればなおさらである（本書第 3章参

照）。域内政治協力の成功に加え，加盟国の安全保障に直接的脅威を与える

ような域外イシューに関する ASEAN協力も比較的成功を収めていた。この

ような域外イシューについて，ASEAN諸国の政策選好はそれぞれ異なるこ

とが多かった。しかし，絶対に必要とされる時には共通の政策を維持するこ

とに成功している。「カンボジア問題」にかかわる ASEANの政策協力，協

調はその好例といえる。
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⑵　カンボジア問題に対する統一スタンスの形成と維持

　ASEANとその加盟国にとって，ベトナム戦争終了と冷戦終了にはさまれ

た1970年代半ばから1990年代初頭は，政治的連帯維持という面できわめて難

しい時期となった。1978年12月，ベトナム軍がポル・ポト率いる「民主カン

プチア」（DK）に侵攻してプノンペンを占拠する。ベトナムの支援を受けた

ヘン・サムリン派は翌1979年 1月にポル・ポトを追放し，新政府（カンプチ

ア人民共和国，PRK）を樹立した。インドシナ武力紛争の矢面に立たされる

ことになったタイ政府はベトナムの行動を強く非難し，ASEANからの強力

かつ統一された後ろ盾を期待した。しかし，シンガポールはタイに同情的な

対応を示したが，マレーシアとインドネシアは当初曖昧な反応をみせた。

ASEAN諸国のスタンスを分けたのは中国に対する脅威認識の相違だった。

マレーシアとインドネシアはベトナムを東南アジア地域における中国への対

抗勢力とみていたため，強くベトナムを糾弾することをためらった（Snit-

wongse［1998: 187］）。このためプノンペン陥落直後に（カンボジア問題に関す

る ASEAN常設委員会議長として）インドネシア外相が発表した声明は，全会

一致ではあったが控えめなトーンとなり，ベトナムの行動がインドシナ不安

定化の直接的原因であるとの明言は避けた（ASEAN Standing Committee

［1979］）。1979年 2月，中国軍が「懲罰行為」と称してベトナム北部に侵攻

した（中越戦争）ことは，マレーシア，インドネシアの中国に対する脅威認

識を強め，ASEAN諸国の分裂をさらに深めた。

　しかし，1980年 6月にベトナム軍がタイ領土に侵入するに至ると，

ASEANはベトナムに対してより厳しいスタンスをとるようになる。ASEAN

非加盟国による加盟国領土への直接的侵攻は，ASEAN行動規範の中核部分

を脅威にさらすものだったからである。 6月25日に発表された ASEAN外相

共同声明のトーンは18カ月前の声明とはきわめて対照的となり，ベトナムの

行動を厳しく非難する内容となった（ASEAN Foreign Ministers［1980］）。イン

ドシナでの中国の影響力拡大に対するマレーシア，インドネシアの懸念は解

消されたわけではなかったが（Snitwongse［1998: 187］），ベトナム軍のタイ領
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侵攻は ASEANが強固な連帯を形成する契機となった。

　カンボジア問題に対する統一スタンスのもと，ASEANはさまざまな多国

間フォーラムの場で積極的にベトナム（と PRK）に圧力をかけるようになる。

1979年11月の国連総会で ASEANは，「すべての国家のカンボジア内政介入

停止，すべての外国軍のカンボジア撤退」を求める国連決議（UN［1979］）

採択に中心的な役割を果たしていた。その後も ASEANは他国と共同して国

連年次総会に同様の決議案を提出し続け，決議案は常に採択された。ベトナ

ムが「カンボジア問題」の存在自体を否定するなか，途上国の大半が出席し

た1983年 3月の非同盟諸国会議でも，ASEANは「問題」の存在確認とベト

ナム軍撤兵に向けた厳しいスタンスへの支持を得ている。

　ASEANは，域内政治・安全保障イシューの管理に加え，カンボジア問題

に対してその外政側面が1990年代初めに解決するまで統一された強いスタン

スを維持することによって，東南アジア地域の国際関係において重要アクタ

ーの地位を確立した⑸。オーストラリアの歴代政府は，政治・安全保障面で

の ASEAN地域協力の進展についてさまざまな見方をしていたが⑹，ASEAN

が地域の安定維持のための重要なアクターであるという認識については一致

していた。

2．経済協力

⑴　域内経済協力スキームの不調

　ASEANが域内経済協力に向けて具体的に動きはじめたのは1970年代半ば

だった。協力は複数の国際機関の勧告に対応するかたちで始まった⑺。しか

し実際には，大きく変化した国際環境に ASEAN全体として対処する政治的

な必要性に迫られていたことが主要因だったといえよう。

　1976年の ASEAN協和宣言は経済分野での地域協力行動計画も提示してい

る。行動計画には，経済閣僚会議（AEM）を設置して，食料，エネルギーな

どの基本的物資生産に関する協力や域内中間財・最終財需要を満たすための
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産業協力，経済協力に関する勧告を行い，実施された協力プログラムをレビ

ューすることなどが含まれていた⑻。

　協和宣言は域内経済協力活性化への ASEAN指導者層の意志を示していた

といえるが，実際に意味のある協力が始動するのは1990年代に入ってからで

ある。1980年代半ばまでにいくつかの協力スキームが公式に合意されている

が，合意と実際の行動は必ずしも一致しなかった。

　1977年には域内「特恵関税取決め」（PTA）が合意されたが，その対象品

目範囲も関税・非関税障壁の削減幅も限定されていた。1980年代半ばまでに

最低20％の関税削減が 1万8000品目以上に適用されていたが，対象品目の多

くは加盟国間貿易の少ないものだった。加えて1980年の取決め改訂によって

加盟国は「センシティブ品目」を一方的に関税削減リストから除外できるよ

うになり，貿易量増加が見込まれる品目がリストから外される結果となった

（Joint Committee［1984: 116］）。その後，繊維，化学製品，ゴム，セメント，

食料，飲料などを関税削減リストに加えるなどの改善策が施されたが，それ

でも域内貿易に与える PTAの効果は限定的にとどまった。PTAを使った貿

易は1980年と1986年に ASEAN域内貿易のそれぞれ 2％， 5％だったと推計

されている（Pangestu et al.［1992: 335］）。

　ASEAN工業プロジェクト（AIP）の実施にも問題が多かった。ASEAN各

国に立地する計 5つのプロジェクトが提案されたが，多くはインフラ基盤や

マーケティングなどの面で実行可能性に問題を抱えていた⑼。しかし最も深

刻な問題は ASEAN加盟国が地域の利益より国益を追求したことだった⑽。

AIPの成功には AIP製品の域内特恵貿易が不可欠だったにもかかわらず，加

盟国は自国製品が他の加盟国の AIP製品と競合した場合，概してその製品

への特恵待遇供与をためらった。

　それまでの地域協力スキーム不調の経験をもとに，1983年には「ASEAN

工業合弁事業」（AIJV）が立ち上げられた。AIJVスキームにはいくつかの新

しい特徴があった。第 1に，ASEAN域内での部品調達率が51％以上（後に

40％以上に削減）であることを条件に，最低 2つの民間企業の参加があれば
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AIJVプロジェクトとして承認されるようになった。第 2に，プロジェクト

の立地を参加国のなかから投資家が選べるようにした。第 3に，投資インセ

ンティブとして，ASEAN加盟国は AIJV製品に対して90％の関税削減を 4

年間実施することとした。このスキームが創設されてから10年の間に自動車

部品，化学製品，食料品を含む26製品の生産が AIJVとして承認された。し

かし，AIJVも ASEAN域内貿易投資に与えた影響はわずかだった。現実と

して，AIJV製品に常に90％の域内関税特恵が与えられたわけではなかった。

AIJV参加国のなかには，他の参加国の AIJV製品に特恵を与える代わりに，

（必ずしも AIJVスキーム下で生産されたとは限らない）自国製品への相互主義

的な関税削減を求めた国が少なくなかったからである（EAAU/DFAT［1994a: 

30］）。

　Suriyamongkol［1988: 37］は，域内経済協力の成否は ASEAN加盟国政府

が自国の経済開発手段としてどの程度地域経済協力を評価していたかによっ

ていたと指摘している。しかしこの時期，各国は高関税，輸入数量規制，補

助金，その他の措置を通して国内の戦略的産業を保護していた。経済ナショ

ナリズムが支配的傾向だったのである。その結果，1970年代，1980年代の

ASEAN経済協力スキームはほとんど成果をあげられなかった⑾。

⑵　対域外協力の成果

　域内経済協力スキームが特記すべき成果を生み出さなかったのに対し，域

外国がかかわるイシューに対する ASEAN協力は成功している。すでに1970

年代から ASEANは域外経済関係に対処する際には結束を示してきた。本書

第 3章で詳述したオーストラリアに対する TCF製品市場アクセス改善要求

や新 ICAP改定要求は，域外経済イシューに対する ASEAN協力の有効性を

示す例といえよう。

　また ASEANは域外アクターとの対話枠組みの創設に動き，経済協力促進

を目的とした公式対話パートナーとして EC（1972年），オーストラリア（1974

年），ニュージーランド（1975年），国連開発計画（1976年），カナダ，日本，
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アメリカ（1977年）と定期会合を開始した。その後も，韓国（1989年），イン

ド（1995年），中国，ロシア（1996年）を対話パートナーに迎え入れている。

対話パートナーとの協力分野は非常に幅広く，貿易，製造業，農業，漁業，

林業，通信，航空輸送，船舶輸送などを含んでいる⑿。1979年には「ASEAN

拡大外相会議」（ASEAN-PMC）が新設され，すべての対話パートナーが一堂

に会した。その後 ASEAN-PMCは ASEAN年次閣僚（外相）会議（AMM）の

直後に開催される慣行となる。ASEAN-PMCは1980年代末に至るまでアジ

ア太平洋地域主要国の外相が定期的に集まる唯一の機会を提供し⒀，ASEAN

の国際的なステイタスを高める役目を果たした。

　オーストラリアにとって，ASEAN地域協力の進展は途上国の政治的影響

力の高まりを象徴していた。外務防衛両院合同委員会は，ASEAN諸国が

「ASEAN連帯」を重視していることが地域の結束を高めている要因だと認

識した（Joint Committee［1984: xxi］）。外務省も ASEANは地域の安定に欠か

せない勢力になっていると認め，「ASEANという組織およびその加盟国を

十分に理解することがオーストラリアにとって重要である」と指摘している

（両院合同委員会への外務省提出文書，Joint Committee［1984: 1］）。

3．ASEAN地域協力の方法（ASEANウェイ）

　ASEANは創設後の20年間で地域協力のための独特な政治プロセスを育ん

だ。一般に「ASEANウェイ」と呼ばれる方法である⒁。この間に構築され

た行動規範と組織メカニズムとともに，ASEANウェイは域内政治・経済摩

擦の制御や結束維持などの面で ASEAN協力が一定の成果を生んだ要因のひ

とつとなっていた（Snitwongse［1998: 185］）。

　ASEANウェイは加盟国間の協議と合意の慣習を基礎としている。政治，

経済，社会，文化などの分野での地域協力に関する相互協議と合意の場は，

加盟国官僚，閣僚，首脳の頻繁な交流で確保されている。Snitwongse［1998: 

184］は ASEANウェイによる地域協力プロセス成功の鍵として，協議の非
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公式性，コンセンサスによる意志決定と実際に協力活動を行うに際して各加

盟国の柔軟な対応を許容する非拘束的アプローチをあげている。

　ASEANウェイで政策調整が行われる場合，大きく分けて 2段階のプロセ

スを経るのが典型的である。第 1段階ではコンセンサスにもとづいて枠組み

（基礎）合意が形成され，協力スキームの詳細設計はその後の議論に委ねら

れる。第 2段階では各加盟国のテクノクラート間協議によって協力スキーム

の詳細が詰められ，その後担当分野の閣僚会議あるいは首脳に回付されて承

認される（山影［1997: 83-84］）。通常，第 1段階では地域協力に関する条約，

協定あるいは宣言が締結，発表される。第 2段階では加盟国の自主性が重視

され，全体としての合意が難しい事柄についてはそれ以上の交渉は行わない。

言い換えれば，最も弱い立場の，あるいは当該協力案件に最も消極的な加盟

国の立場が承認され，協力活動の内容はその国が受け入れられるレベルにと

どめられる。さらに第 2段階で決められる協力スキームは，最も消極的な加

盟国に対してだけでなく，すべての加盟国に裁量の余地を認める場合が多い。

このようにして ASEANは地域協力活動の非公式性，柔軟性，コンセンサス

ルールを維持してきた⒂。

　ASEANウェイは，ASEANがその存在を維持するうえで必要に迫られて

発展してきたといえよう。地域協力プロセスで結束を維持し連帯を誇示する

こと（あるいは少なくとも内部不一致をはっきりとは外にみせないこと）は，不

安定な地域政治経済環境のなかで ASEANの信頼性を高めるためには不可欠

な要素だった⒃。

第 2節　ASEAN地域主義の高揚（1990年代）

　1980年代半ば以降の急速な経済発展は，ASEAN諸国が自国の経済運営と

ASEANの結束にさらに自信を深める大きな要因となった⒄。1990年代に入

っても変化し続ける国際環境のなか，ASEANは深まる自信を背景として域
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内外政策の基礎を地域主義アプローチに置くようになる。

1．冷戦後の機会と課題

　冷戦の終焉により ASEAN諸国は機会と課題の双方に直面した。冷戦終焉

はまず，ASEAN創設の主な要因のひとつでもあった「共産主義の脅威」を

解決するまたとない機会をもたらした。具体的には，10年以上の駐留の後

1989年にベトナム軍がカンボジアからの撤兵を完了したことで，カンボジア

問題は解決に向けた大きな一歩を踏み出した。その一方で，直接的かつ差し

迫った脅威が大幅に軽減されることで ASEANの結束が弱まるのではないか

とも懸念された。言い換えれば，東南アジア地域における冷戦構造の解消は，

新しい国際環境のなかで ASEANの存在意義をいかにして維持できるかとい

う問題を ASEAN諸国に突きつけたのである。

　旧中央計画経済の市場経済への移行および国際経済への参加プロセスも冷

戦の終了によって加速した。東アジアでは，鄧小平の強力な指導のもと，す

でに中国が1970年代末より「改革開放」政策を導入していた。ベトナムもソ

連からの経済（および軍事）援助が大幅に削減されたのを受けて1986年に

「ドイモイ」政策を掲げ，市場経済への移行と対外開放を開始した。その結

果，1990年代初めまでに中国とベトナムは（いくつかの東欧諸国とともに）日

本，アメリカ，西欧諸国，アジア NIEsの新たな直接投資先として浮上して

きた。FDI流入とその後の製造業品輸出に大きく依存して経済発展を遂げて

きた ASEAN諸国は，中国，ベトナム，東欧諸国の世界経済への参入によっ

て厳しい FDI獲得競争を行わなければならなくなった。

　FDIという希少資源の獲得をめぐる新たな競争相手の出現に加え，1980年

代末から1990年代初めにかけて世界の 2大経済地域である北アメリカ，ヨー

ロッパでは国際経済関係で内向き傾向が進んでいた。ASEAN諸国の輸出は

相対的にアメリカおよびヨーロッパ市場に依存する割合が大きかったため⒅，

域内経済統合に向かうアメリカとヨーロッパの動きに対して ASEAN諸国は
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（さらにいえば他の北アメリカ，ヨーロッパ域外国も）強い懸念を抱いていた。

2．ASEAN地域主義戦略の具体化

　これらの課題に対処するため ASEANは地域主義アプローチを推進する。

加盟国拡大と地域協力スキームの拡張，深化を通して ASEANを活性化し，

政治・経済利益獲得のための戦略手段とするアプローチである。1992年 1月

にシンガポールで行われた第 4回 ASEAN首脳会議は，この点において転換

点といえる会議となった。首脳会議後の「シンガポール宣言」は，「ASEAN

は地域の平和と繁栄を確保するため，さらに高度な政治・経済協力へ向か

う」，「ASEANは先進国が強大な経済グループを形成していることに対応し，

加盟国共通の利益保護を追求する」，「ASEANは安全保障分野での新たな協

力に加盟国が参加する手段を探求する」，「ASEANはインドシナ諸国とより

緊密な関係を構築する」と発表し（ASEAN Summit［1992］），ASEANの意図

を明確に示している。

　首脳会議で合意されたより具体的な事柄のなかで，以下の 3点は域内，対

外協力活性化に向けた ASEANの地域主義戦略を端的に示すものといえるだ

ろう。第 1は，ASEANがすべての東南アジア諸国の TAC加盟を歓迎したこ

とである。当時最も新しい加盟国だったブルネイは，まず TACに署名し，

その後1984年に正式に ASEAN加盟が認められた。これを考えれば，ASEAN

は全体としてインドシナ諸国とミャンマーを地域組織に迎え入れるべき時が

来たと判断したといえよう。ASEAN諸国は，ASEANに迎え入れることで

すべての東南アジア諸国が ASEANの行動規範に従うことを期待した。その

後ベトナム（1995年），ラオス，ミャンマー（1997年），カンボジア（1999年）

が次々と ASEAN加盟を果たす。1976年の TAC締結時に最終目標だった東

南アジアの「ASEAN化」は，少なくともかたちのうえでは1990年代末に達

成された。

　第 2は，ASEANが地域間政治・安全保障問題により積極的な役割を果た
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す意思を宣言した点である。この分野で一体となって行動することは，冷戦

後「もはや超大国が ASEANの支持獲得を目指して競争する必要はない状況

下で，ASEANの存在意義を維持するために」⒆不可欠と認識された。1992年

首脳会議は，すでにアメリカ，EU，オーストラリア，日本などが参加して

いる ASEAN-PMCで安全保障問題をカバーすることを決定した。この動き

はその後1994年の ASEAN地域フォーラム（ARF）創設へつながり，安全保

障対話の参加国も（したがってカバーする地理的範囲も）拡大した⒇。

　第 3は，ASEAN自身の自由貿易地域（AFTA）創設を決定したことである。

AFTA創設への動きは，北アメリカ，ヨーロッパでの特恵貿易地域設立の動

きへの対抗措置であり，同時に加盟国の直接投資先としての魅力を高める目

的があった（Soesastro［1995: 477］）。これらの要因に加え Parreñas［1998: 

236］は，ASEAN首脳が企業活動グローバル化の圧力を感じ，ASEAN諸国

の民間企業も域内貿易投資の自由化を通じて域内外市場での競争力を強化し

なければならないと認識していたとも指摘している。さらには，早急に

AFTA創設に動かなければ ASEAN加盟国のいくつかは域外国との貿易協定

締結に向かい，ASEANの結束を弱めることになるとの懸念もあった21。シ

ンガポール首脳会議は AFTA創設に向けた関税削減プロセスを1993年 1月

に開始し，15年間で完了することを宣言した。

　従来の ASEAN地域経済協力の成果が芳しくなかったことを考えれば，

AFTAはかなり大胆なイニシャティブだったといえる22。関税削減の程度，

対象品目範囲の双方でより包括的な自由化を目標としたばかりでなく，その

実現方法についても以前の経済協力スキームとは一線を画していた。域内関

税削減の主要メカニズムである共通効果特恵関税（CEPT）スキームでは関

税削減除外品目の選定や関税削減スケジュール設定について加盟国にある程

度の裁量が認められたが，そのような柔軟性が許容される範囲は従来のどの

経済協力スキームよりも狭かった（AFTAの概要は後述）。

　AFTAイニシャティブは，地域経済統合を公然の目標としたという点でも

ASEAN経済協力の重要な転換点だった。1967年の創設以来，（経済であれ政
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治であれ）地域「統合」は ASEANの目標ではないとされ，実際，従来の地

域協力スキームの目的を説明する際には「統合」という言葉は慎重に避けら

れてきた（Blomqvist［1993: 57］）。政治あるいは経済統合という概念は多分に

ヨーロッパ的にすぎ，長い植民地支配の後，ようやく独立を果たして間もな

い国がほとんどの東南アジア地域とは無縁とみなされていたからである

（Dosch and Mols［1998: 175］）。しかし AFTAイニシャティブは，ASEAN指導

者レベルの地域統合に対するアプローチの変化を示した。経済グローバル化

の時代には，小国はそれぞれの判断にもとづいて単独で利益を追求するので

はなく，集団としての立場を強化するために力を合わせ，地域統合から得ら

れる利益を拡大することが死活的に重要であると認識しはじめたのである

（Soesastro［1995: 477］，Dosch and Mols［1998: 176］）。ASEANのアプローチの

変化は，必ずしも各加盟国が常に国益より地域の利益を優先することを意味

するわけではなかったが，地域的アプローチがそれぞれの国家発展に役立つ

という考え方自体は広く受け入れられるようになった。

　ASEANおよび ASEAN諸国にとって，1990年代は政治・安全保障，経済

の両分野で ASEAN地域主義を推進する時代となる。このような展開にオー

ストラリアはどのように対応したのだろうか？

第 3節　東アジア関与の表門としての ASEAN

　多国間自由化推進連合の政策アイディアに依拠した対外政策は，ホーク政

権によって1980年代から段階的に導入された。それはキーティング政権下の

1990年代前半にも継続される。この過程で ASEANはオーストラリアの対外

政策方向転換の焦点となっていく。1995年にウルコット DFAT元事務次官

（1988～1992年）は，「近年オーストラリアが推進している地域イニシャティ

ブの成否は，すべて ASEANの反応に依存している」と述べている（Raven-

hill［1998: 268］で引用）。
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1．カンボジア問題での「つまずき」

　しかしながら1980年代の対 ASEAN関係は，政府が期待していたほど円滑

には進展しなかった。大きな問題のひとつはカンボジア問題に関する新しい

政策だった。それは結果として ASEANの行動原則を軽視する姿勢ととられ

てしまった。もともとホーク政権は1983年総選挙の時からベトナムとの関係

改善を政策目標に掲げていた。カンボジア問題に対するスタンスは，カンボ

ジア 4派，ベトナム，ASEAN諸国のみならず，中国，ソ連，アメリカを含

む関係諸国間の接触と対話を促進しようとするものだった（Hayden［1996: 

379］）。対話促進の端緒として，ホーク政権はベトナムへの働きかけを開始

した。1983年には，1979年以降毎年続けていたカンボジア問題に関する国連

決議案の共同提案を見送った。ベトナムの行動を糾弾する一方で過去の民主

カンプチア（DK）の行為への批判が不十分であり，バランスを欠いている

と判断したからである（Ravenhill［1998: 279］）23。また同年，ヘイドン外相は

ベトナムを訪問し，同国指導者との直接協議を行った24。ヘイドンは1985年

3月にもベトナムを訪問し，その際にはフン・セン PRK外相（後に首相）

とも非公式協議を行っている（Frost［1997: 204］）。

　ホーク政権は ASEAN-PMCなどの場を使って対ベトナムおよびカンボジ

ア問題に関する政策変更の理由を説明しようと試みた。しかし ASEANは全

体として，オーストラリアの行動は ASEANの統一スタンスを妨害し，

ASEAN行動原則を無視するものとしてきわめて批判的だった。ASEANが，

オーストラリアはカンボジア問題に対する ASEANのスタンスを弱めようと

しているわけではないと認めたのは，ホーク政権が国連決議案を再度

ASEANと共同提案した1988年になってからだった（Ravenhill［1998: 280］）。
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2．東南アジアへの包括的関与

　カンボジア問題の教訓を背景として，政府は1980年代末，アジア太平洋地

域での経済外交を重視する旨を宣言した。また政府は，対東アジア政策の基

盤として ASEANとの間に多面的な関係を確立することの重要性を強調する。

ヘイドンの後継として1988年 9月に外相となったエヴァンスは翌1989年，東

南アジアへの「包括的関与」を進める声明を発表する。その要点は以下のよ

うであった。

・東南アジア諸国にとってオーストラリアとの良好な関係維持が重要な国

益となるように，各国との間により多様で実質的な連携関係を構築する

・ASEANへの支持とその加盟国との協力を通して，地域の社会，経済発

展に貢献しうる……新たな地域組織，取決めの形成を目指す

・安全保障上の利害認識の共有を基礎とした地域安全保障共同体の漸進的

な発展に積極的に参加する
（Evans and Grant［1995: 195-196］）

　包括的関与政策は，ホーク政権のアジア（とくに東南アジア）認識とともに，

オーストラリアが同地域とどのような関係を築くべきかという判断に依拠し

ていたということができる。それは双方とも以前の自由党・（国民）地方党

政権とは異なるものだった。エヴァンスは1989年に以下のように述べている。

　「オーストラリアとオーストラリア国民は，自分たちの外側にこの地域

［＝アジア］があると考えるのではなく……顕著な多様性と大きな経済的

潜在力を兼ね備えた共通の隣人と考えるべきである。我々が国家・国民と

しての可能性を十分に発揮しようとするのであれば，この地域に自らの居
4 4 4 4

場所と役割を見
4 4 4 4 4 4 4

出
4

さなければならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。我々はこの地域に外交
4 4

・防衛資源
4 4 4 4

，
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政治運営能力
4 4 4 4 4 4

，経済的エネルギーを集中させる必要がある
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」。

（Evans［1989: 9］。傍点は引用者）

　エヴァンスはさらに，オーストラリアの将来的発展は東アジア地域とのよ

り緊密な一体化にかかっていると考える以外に「選択の余地はない」と主張

し，「ヨーロッパの前哨基地」というような懐古趣味的感情がまだ残ってい

るのなら，できるだけ早く捨て去った方がよいとも述べた（Goldsworthy

［2003: 10］で引用）。

　1991年末にホークに替わって首相となったキーティングも，このようなオ

ーストラリアの国益概念のあり方に強く同調した。後にキーティングは以下

のように回顧している。

　「オーストラリアの未来はアジアにあると確信し，過去とは比べものに

ならない熱意を持ってアジアに関与していく必要があると確信していた。

……政治，経済，戦略，文化すべての面でオーストラリアの国益はひとつ

の地域［＝アジア］ときわめて強く結びついていたからである」。
（Keating［2000: 17］）

　キーティングはアジア関与政策を強く推進したが，オーストラリアをアジ

アの国と考えていたわけではなかった。1993年12月にキーティングは，

　「オーストラリアは，ヨーロッパ，北アメリカあるいはアフリカの国で

はないのと同じようにアジアの国ではないし，アジアの国になることもで

きない。我々はオーストラリア人以外の何者でもなく，オーストラリア人

として隣国とつきあっていくしかない」。

（Keating［2000: 21］）

と述べている。この発言は，1970年代末のハリーズ・レポートで述べられた
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スミスの少数意見と似ている（本書第 4章参照）。スミスの見解の要点は，第

三世界との関係を構築する基礎としてオーストラリアを「西洋」諸国の一員

と規定するのは誤りであり，自らを自律的な政策意志と能力を持つ国家と考

えるべきであるという主張だった。1970年代と1980年代末の国際環境は明ら

かに異なるが，スミスの主張と十数年後のキーティング，エヴァンスの考え

方には共通点が見出せる。

　さらにいえば，キーティング，エヴァンスのアジア関与政策はオーストラ

リア国民にアイデンティティの変更を迫るものだった。キーティングは，

「隣国の文化の影響を受けながら形成され，同時にそれらの文化へも影響を

与えるような国民文化を我々は持つことができるし，また持たなければなら

ない」と述べている（Kelly［2006: 26］で引用）。キーティングにとってアジ

ア関与政策は，イギリス女王を国家元首とする立憲君主制から共和制への移

行を志向した25ことなどとともに，オーストラリアの「文化的刷新」を図る

ための方法のひとつでもあった（Kelly［2006: 24］）。

3．より自律的な東南アジア政策の模索

　より自律的な対外政策の模索は，東南アジア地域での政治・安全保障面と

経済面双方にかかわるイニシャティブに端的に現れた。第 1に，政府は1989

年末，カンボジア問題に関する新たな和平案を提案し，行動を開始した。こ

の提案では，和平プロセスに国連を直接的に関与させると同時に，プロセス

進行中のカンボジアの国連代表議席を空席とすることで ASEANのスタンス

との直接的対立を避けた。より詳しい提案内容は翌1990年 2月に「レッド・

ブック」として公表され，関係者に広く配布された（Evans and Grant［1995: 

225-227］）。1991年10月の「カンボジア紛争の包括的政治解決に関する協定」

（パリ和平協定）署名に至るプロセスでオーストラリアが行った外交努力と，

1992年から1993年にかけての「国連カンボジア暫定統治機構」（UNTAC）へ

の関与は，インドネシア，日本，アメリカなどの努力とともに，カンボジア
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問題の外政側面の解決に重要な役割を果たしたといえる。

　第 2に，エヴァンスが包括的関与声明で示唆したように，政府は新たな地

域安全保障枠組みの創設を模索する。1990年 7月の ASEAN-PMCでエヴァ

ンスは安全保障対話フォーラムの設置を提案した。政府はこの対話フォーラ

ムについて，段階的に「欧州安全保障協力会議」（CSCE。1995年に「欧州安

全保障協力機構［OSCE］」に改組）のような地域安全保障組織に発展していく

イメージを持っていた。エヴァンスの提案に対し，ASEANとアメリカは懐

疑的な反応を示した。ASEAN諸国は，冷戦後の時代に ASEANの存在意義

を維持するため ASEAN
444 4 4

自身による
4 4 4 4 4

安全保障イニシャティブの必要性を感じ

ていたし，一方でアメリカは当初，従来の西側同盟維持を主眼としないよう

な対話フォーラムが有益だとは考えなかったからである（Evans and Grant

［1995: 116-117］）。ASEANはまず1992年首脳会議で ASEAN-PMCの議題に安

全保障問題も含めることを決めた。その後 ASEANは1994年の ARF創設を

主導する。1993年 1月にビル・クリントン（Bill Clinton）政権に交代したア

メリカも ARFへの参加に合意した。オーストラリア政府は地域安全保障組

織への ASEANの参加は不可欠と認識していたため，最初の提案の後は事実

上 ASEANに対話枠組みの設計を任せたともいえよう。

　第 3には，1995年12月の「オーストラリア・インドネシア安全保障維持協

定」締結があげられる。同協定はキーティングとスハルト大統領との間の緊

密な個人的関係の産物という側面が強いが，オーストラリアにとってはアジ

アの国と結んだ最初の二国間安全保障協定であり，インドネシアにとっては

初めての安全保障協定となった（Pitty［2003b: 76］）。協定の内容は基本的に

は安全保障問題に関する両国間の継続的な対話と協力を確認する以上のもの

ではなかったが，キーティングはオーストラリアの他の地域安全保障関係
（具体的には ANZUS協定， 5カ国防衛協定，パプアニューギニアとの共同声明）

を強力に補完するものだと主張した（Keating［2000: 139］）。前述した地域安

全保障対話フォーラムの提案と同じく，この協定でも政府は「アジアからの
4 4 4

安全保障ではなく，アジアのなかの
4 4 4

安全保障」（Keating［2000: 41］）の模索
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を意図していた。

　第 4に，1990年代初め以降，東アジア経済との関係緊密化へのオーストラ

リアの努力のほとんどは ASEANを焦点としていた（Cotton and Ravenhill

［1997a: 3］）。政府は1970年代，1980年代の経験から地域経済イシューに関す

る ASEANの意向に敏感となり，経済関係緊密化にはコンセンサスにもとづ

いた慎重かつ漸進的なプロセスが必要と認識していた（Ravenhill［1998: 

280］）。言い換えれば，地域経済イシューには「オーストラリアの通常の政

策形成，実施方法とは大きく異なる ASEANウェイ」（DFA［1979: 331］）で

取り組まなければならないということである。AFTAイニシャティブに象徴

されるように，国際経済環境変化への対応策として ASEANが地域主義戦略

をとる傾向が強まると，オーストラリアは新たな課題に直面することになっ

た。AFTAプロセスの進展により域内貿易が自由化されれば，貿易転換効果

によってオーストラリアの対 ASEAN輸出に悪影響を及ぼす可能性があった

からである。政府は，ASEANおよび各加盟国との経済協力協議プロセスを

通してその課題を克服しようと試みた。次節では，その協議プロセスがどの

ように展開したかを説明する。

第 4節　AFTA-CERリンケージ協議― ASEAN経済地域主義
への対応―

1．重要性を増す ASEAN市場と新たな経済協力枠組みの必要性

　表 5 - 1は，1990年代前半の東アジア諸国・地域の輸入総額に占めるオー

ストラリアのシェアの推移を示している。

　1990年代前半，表 5 - 1中のすべての東アジア諸国・地域は輸出入を拡大

し，オーストラリアからの輸出額もほぼ倍増している（表 4 - 1［p. 139］参

照）。その一方で表 5 - 1は，これらの国・地域の輸入総額に占めるオースト
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ラリアのシェアは大きく増えてはいないことを示している。その推移はよく

ても固定的であり，日本，台湾，シンガポールへのオーストラリアの輸出は，

徐々にではあるがほぼ一貫してシェアを失っている。成長を続ける東アジア

諸国・地域経済を自国の経済発展のために活用するという政府の意図は，

1990年代前半にも十分に実現してはいなかった。

　ただし，製造業部門の競争力を育成し，輸出品目を多角化するという試み

はこの時期に一定の成果を見せはじめた。表 5 - 2は1991/92年度から1995/96

年度にかけてのオーストラリアの財輸出に占める製造業品の割合の推移を示

している。

　1991/92年度に製造業品輸出は財輸出総額（世界）の28％だったが，

1995/96年度には34％まで増加している。表 5 - 2中の輸出先のなかで，財輸

出総額に占める製造業品の割合が一貫して増加したのは ASEANとアメリカ

だった。対 ASEAN財輸出に占める製造業品の割合は1991/92年度の35％か

ら1995/96年度の44％に上昇し，同時期にアメリカへは34％から46％に拡大

している。この時期，対アメリカ輸出総額は減少していることを考慮すれば

表 5 - 1　東アジア諸国・地域の輸入総額に占めるオーストラリアのシェア
（1990～1995年）

（％）

1990 1991 1992 1993 1994 1995
日　本 5.3 5.5 5.3 5.1 5.0 4.3
中　国 2.5 2.4 2.0 1.9 2.1 2.0
香　港 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
韓　国 3.7 3.7 3.8 4.1 3.7 3.6
台　湾 3.0 3.2 2.9 2.7 2.6 2.5
ブルネイ 2.6 2.2 1.2 1.7 1.3 1.5
インドネシア 5.5 5.3 5.2 4.9 5.3 5.1
マレーシア 3.4 3.2 2.7 2.8 3.0 2.7
フィリピン 3.1 3.2 2.8 2.7 2.8 2.9
シンガポール 2.0 1.9 1.7 1.7 1.5 1.4
タ　イ 1.7 1.7 2.2 2.1 2.0 1.9

（出所）　DFAT, The APEC Region Trade and Investment, Australian Supplement（1997年11
月）より作成。
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（表 4 - 1［p. 139］参照），製造業品の有望な輸出市場として ASEAN全体が浮

上してきたといえるだろう。

　さらに ASEAN市場は，比較的付加価値の高い製造業品の輸出先としても

有望だった。1980年代半ば以降に推し進められた経済構造改革の主な目的の

ひとつは競争力を有する製造業の育成であり，特に高付加価値製品を生産，

輸出する産業の育成だった。政府は「高度加工品」（elaborately transformed 

manufactures，ETMs）の生産，輸出が，「一次産品単純加工品」（simple prima-

ry product manufactures，SPPMs），「単純加工品」（simply transformed manufac-

tures，STMs），「中程度加工品」（moderately transformed manufactures，MTMs）

の生産，輸出を凌駕するような状況を期待していた26。表 5 - 2は1990年代

表 5 - 2　オーストラリア財輸出総額に占める製造業品および ETMのシェア
（1991/92～1995/96年度）

（％）

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
製造業品 ETM 製造業品 ETM 製造業品 ETM 製造業品 ETM 製造業品 ETM

アメリカ 34 28 41 33 43 34 44 34 46 37
日　本 13 5 12 5 12 5 14 5 14 5
中　国 15 8 21 13 22 15 17 12 18 11
香　港 36 24 43 28 44 30 56 38 59 44
韓　国 23 9 22 9 25 10 26 11 21 10
台　湾 33 10 39 13 39 15 40 14 35 14
NIEs＊ 30 13 33 15 34 17 37 18 34 19
ブルネイ 45 43 59 56 77 73 67 65 70 64
インドネシア 39 25 42 26 45 27 45 28 40 25
マレーシア 37 24 41 25 38 25 41 26 43 29
フィリピン 49 23 45 28 45 31 46 32 41 30
シンガポール 25 20 27 23 35 30 35 30 43 38
タ　イ 53 26 48 24 53 28 57 32 53 26
ASEAN＊＊ 35 23 37 24 41 28 43 29 44 31
世　界 28 18 29 20 31 21 34 23 34 23

（出所）　表 5 - 1と同じ。
（注）　＊香港，韓国，台湾。＊＊ブルネイ，インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポー
ル，タイ。
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前半のオーストラリア財輸出に占める ETMsの推移も示しているが，財輸

出総額に占める ETMsのシェアが徐々に拡大していることがわかる。

1991/92年度の ETMsのシェアは18％だったが，1995/96年度には23％へ増加

した。財輸出額に占める ETMsの割合が増加し続けたのはアメリカ，

ASEAN，NIEs向けだった。対アメリカ財輸出に占める ETMsのシェアは

1991/92年度の28％から1995/96年度の37％に増加し，対 ASEANでは同時期

に23％から31％へ，対 NIEsでは13％から19％へ増加している。

　1990年代半ばの時点で ASEAN市場は（NIEs市場とともに），輸出絶対額，

輸出増加率，輸出品目構成のすべての面で重要性を増していたといえる。

DFATは1992年に発表した報告書で，「先進国のなかでオーストラリアほど

東南アジアの経済発展に依存している国はない。我々の利害は，おそらくど

の OECD加盟国よりも密接に東南アジアの利害と関連している」と指摘し

ている（EAAU/DFAT［1992: xxxviii］）。

　ASEAN市場を有望視していたがゆえに，AFTAプロセスの開始（1993年 1

月）はオーストラリアにとって大きな懸念材料となった。政府はすぐに

AFTAがオーストラリアの貿易投資に与える潜在的な影響を調査し，1994年

に報告書を発表した。報告書は AFTAが貿易転換効果を通じてオーストラ

リア経済に与える悪影響はわずかであると結論づけたが，同時に AFTAを

より広い地域での貿易自由化に向けた「積み石」（building block）とするよう

ASEANに働きかけるべきであるとも主張した（EAAU/DFAT［1994a: 

101-113］）。

　ASEANとの間に何らかの経済協力枠組みを構築して域外国を差別しない

自由化アプローチの採用を働きかけるというアイディアを，政府（とくに

DFAT）は強く支持していた。加えてオーストラリア・ASEAN間の経済関係

緊密化は，GATT/WTOや APECの場で連携して共通の利益を追求するため

の基盤をさらに強化するものと考えられた（Capling［2001: 185-186］）。この

アイディアは，1995年の ASEAN加盟国と CER締約国（オーストラリア，ニ

ュージーランド）との間の継続的な対話プロセス（AFTA-CERリンケージ協議）
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形成に結実する。AFTA-CERリンケージ協議の展開を詳述する前に，以下

ではまず AFTAと CERの概要を説明したい。

2．AFTAの概要

　AFTAイニシャティブは1992年 1月に打ち上げられ，翌1993年 1月から

ASEAN域内関税削減が開始された27。AFTAは，ASEAN域内調達率が40％

以上の製品について域内貿易を自由化することを目標としていた。ASEAN

諸国は AFTAの実現によって域内への（FDIを含む）投資促進を期待した。

1994年 9月の AEMでは，AFTA実現のための具体的メカニズムである

CEPTスキームがカバーする品目範囲を拡大し，域内関税削減スケジュール

の前倒しが決定された。域内関税削減前倒しの目的は，GATTウルグアイ・

ラウンド終了また APEC枠組みの自由化進展をにらみ，将来的に域内関税

率とMFN関税率の幅が縮小する前に ASEAN域内貿易自由化の果実を十分

に得ることだった28。加えて，当時 ASEAN域内で進展していた国境を越え

たサブリージョナルな成長地帯形成の動きは，地域経済統合の加速を後押し

していた29。このような状況を受け1994年 AEMは，AFTA実現の目標年を

当初の2008年から2003年へ 5年間前倒しした。

　CEPTスキームのもと，ASEAN諸国はそれぞれの域内関税削減スケジュ

ールを設定した。「ファスト・トラック」に指定された15のグループ30に含

まれる製品については，1993年 1月 1日時点の関税が20％超であれば2000年

1月までに，また同時点の関税が20％以下であれば1998年 1月までに，それ

ぞれ関税を 0～ 5％の範囲まで削減することとなった。「ノーマル・トラッ

ク」に含まれる製品については，1993年 1月 1日時点で20％超だった関税は

1998年 1月までに少なくとも20％まで削減され，2003年 1月までには 0～ 5

％まで削減される。また1993年 1月 1日時点で20％以下だったノーマル・ト

ラック製品関税は2000年 1月までに 0～ 5％に引き下げられることとなった

（Ariff［1997: 68-71］）。
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　当初の CEPTスキームでは，一部製品を「暫定除外品目リスト」に入れ，

通常の関税削減スケジュールから除外する裁量が加盟国に認められていた31。

しかし1994年 AEMは，1996年 1月以降，加盟国それぞれの暫定除外品目の

20％ずつを毎年「対象品目リスト」に編入させていく方法で，すべての暫定

除外品目を関税削減対象とすることを決めた。したがって，当初暫定除外リ

ストに入っていたすべての品目は2000年までに対象品目リストに移行させら

れたことになる。1994年 AEMはまた，当初は関税削減を予定していなかっ

た未加工農産物も CEPTスキームに段階的に組み込んでいくことを決定し

ている32。

　1992年の首脳会議以後に ASEANに加盟した国々も CEPTスキームに参加

しているが，原参加国とは異なる関税削減スケジュールが認められた。1995

年に加盟したベトナムは1996年 1月に域内関税削減を開始し，2006年までに

0～ 5％の範囲まで引き下げることとなった。1997年に加盟したラオスとミ

ャンマーは1998年 1月に関税削減を開始，2008年に完了することになってい

る。また1999年に加盟したカンボジアは2010年に関税削減を完了する予定で

ある33。

　表 5 - 3は CEPTスキーム原参加国が提出した1998年の CEPTパッケージ

であり，各国がそれぞれの分類リストに載せた関税ラインの数と，その数が

各国の関税ライン全体に占める割合を示している。フィリピンを除く原参加

国のすべては，すでにこの時点でそれぞれの関税ライン総数の90％以上を域

内関税削減対象としていたことがわかる。フィリピンの関税削減対象は関税

ライン総数の88％だった。暫定除外とした関税ラインの割合はシンガポール

の 0％からフィリピンの10％まで幅があったが，前述したようにこれは2000

年にはすべて削減対象に移行している。CEPTスキームの対象にならない一

般除外リストに記載された関税ライン数は，関税削減対象リストおよび暫定

除外リストの関税ライン数と比べればきわめて少ないといえ，各国の関税ラ

イン総数の0.3％から3.6％の幅に収まっている。

　1990年代末に ASEAN諸国を襲った通貨危機は，CEPTプロセスを加速さ
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せる新たなインセンティブとなった。域内貿易自由化を加速することで外資

を呼び戻そうとしたのである。1998年10月の AFTA評議会では，主に関税

削減対象除外品目を削減対象へ移行させることにより，すべての加盟国が域

内貿易自由化加速へのコミットメントを示した34。同年12月に行われた第 6

回首脳会議（於ハノイ）で ASEAN首脳は域内自由化に向けた確固たる意志

を確認し，2000年までに域内関税を 0～ 5％とする品目数と2003年までに域

内関税を撤廃する品目数を最大限に増やすことで合意した（ASEAN Summit

［1998］）。

　AFTAの全体構想には比較的早い段階から域内関税削減以外の内容も含ま

れており，1990年代半ば以降，サービス貿易自由化や非関税障壁削減などの

貿易円滑化措置が導入されている。たとえば1995年には「サービスに関する

枠組み協定」が署名され，ASEAN諸国は 7つの優先分野（金融，海上輸送，

航空輸送，通信，観光，建設，ビジネス）で域内特恵制度の確立に向け交渉を

進めることで合意した（Parreñas［1998: 237-238］）。税関手続き調和の分野で

は1995年に域内関税分類システム統一の必要性が提起され，1997年の

「ASEAN税関協定」によって「ASEAN共通関税コード」（ASEAN Harmonised 

Tariff Nomenclature，AHTN）が導入された35。製品基準調和の分野では，テレ

ビ，冷蔵庫，空調機などの電気製品を中心とする20の製品グループ（および

表 5 - 3　1998年 CEPTパッケージ

（単位：件）

関税削減対象 暫定除外 センシティブ 一般除外 関税ライン総計
（％） （％） （％） （％） （％）

ブルネイ 6,060 92.8 220 3.4 14 0.2 236 3.6 6,530 100.0
インドネシア 6,597 90.9 593 8.2 23 0.3 45 0.6 7,258 100.0
マレーシア 8,690 93.5 406 4.4 137 1.5 60 0.6 9,293 100.0
フィリピン 5,099 88.3 589 10.2 58 1.0 28 0.5 5,774 100.0
シンガポール 5,738 98.0 0 0.0 0 0.0 120 2.0 5,858 100.0
タ　イ 9,033 98.8 74 0.8 7 0.1 26 0.3 9,140 100.0
合　計 41,217 94.0 1,882 4.3 239 0.5 515 1.2 43,853 100.0

（出所）　AFTA Council［1997: ANNEX 4］より作成。
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その部品）で国際基準をそのまま ASEAN域内にも適用している。また1998

年には製品試験結果の相互認証を進める「相互認証協定に関する枠組み協

定」が締結された。同年には通信関連製品と化粧品について相互認証協定が

締結されている（AFTA Council［1997，1998］，ASEAN Summit［1998］）。

3．CERの概要

　1965年に締結された「ニュージーランド・オーストラリア自由貿易協定」

を含む一連の特恵貿易取決めの結果，オーストラリア・ニュージーランド間

の貿易の80％については，すでに1980年代初頭までに関税，数量規制が撤廃

されていた（DFAT［1997a: 1］）。しかし，それらの取決めは基本的に「ポジ

ティブ・リスト」方式36を採用していたため，自由化対象品目を拡大してよ

り包括的な二国間協定とすることが難しくなっていた（BIE［1995: 16］）37。

　1970年代末までにオーストラリア，ニュージーランド両政府は，既存の枠

組みでは両国の利益を十分には実現できないという見方で一致していた。そ

して両政府による交渉を経て1983年 1月に CER（オーストラリア，ニュージ

ーランド経済緊密化貿易協定）が発効する38。CERは，規定された原産地規

則39を満たす製品の二国間自由貿易を1988年までに達成することを目標とし

た。自由化対象外とされたのは主に安全保障や犯罪・騒乱防止にかかわるき

わめて少数の品目で，これらは協定付属文書に明示された（「ネガティブ・リ

スト」方式を採用）。加えて輸入数量規制を段階的に削減して1995年までに撤

廃すること，またすべての輸出補助金を廃止することも規定された。さらに，

定期的な見直し作業を通した協定改善も当初から組み込まれていた（DFAT

［1997a: 2-3］）。CER見直し作業は1988年，1992年，1995年に行われたが，そ

の後はオーストラリア・ニュージーランド貿易相会合の一部として毎年見直

しが行われることになっている。

　継続的見直しによって，CERは当初に比べ二国間自由化の度合いを著し

く高めた40。まず財貿易については，「1988年財自由貿易加速に関する議定
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書」で実質的にすべての関税，輸入数量規制を撤廃する期限を当初予定より

5年間早め，1990年 7月とした。同議定書はまた，1990年 7月より反ダンピ

ング措置を競争政策の強化および調和に置き換えることも明記した。1988年

の「産業支援に関する合意覚書」では，1989年 1月から市場競争を歪めるよ

うな措置（補助金，助成金，その他の財政支援）の回避努力を行うこと，1990

年 7月より相手国に輸出される製品への補助金支出（あるいは類似の財政支

援）を廃止することが明記された。次に，1988年の「サービス貿易に関する

議定書」により二国間サービス貿易自由化も CERに組み込まれた。これに

より1989年 1月から，付属文書に記載された少数のもの以外のすべてのサー

ビス貿易が自由化された。同議定書では両国の国民，企業法人すべてに相手

国での内国民待遇，MFN待遇が保証されている。さらに貿易円滑化分野で

もさまざまな取決めが導入された。たとえば1988年に署名された「検疫管理

手続き調和に関する議定書」では，1990年 7月までに両政府が検疫手続きの

共通化を目指す努力を行うことが宣言されている。製品基準調和については

1988年に「貿易の技術的障壁に関する覚書」が交換され，さらに1990年に

「基準，認証，品質に関する協定」が発効し，製品基準調和および製品基準

証明の相互認証が開始された。加えて1996年に署名され1998年 5月に発効し

た「タスマン海横断相互認証協定」（TTMRA）では，原則として一方の国で

合法的に販売できる製品は相手国でも合法的に販売でき，また一方の国で開

業登録を行った国民は相手国でも同職の開業が行えると規定されている

（Commonwealth of Australia［1998b: 10］）41。

　CER枠組みの二国間貿易自由化，円滑化措置にはさらに食品規格調和，

税関手続き調和，政府調達，商法調和，税制なども含まれている。CERは財，

サービス貿易自由化，非関税障壁撤廃，ビジネス環境調和などを広く含むき

わめて包括的な FTAに発展したといえるだろう。
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4．AFTA-CERリンケージ協議の新設

　1993年12月にメルボルンで行われた貿易フェアに招待されたスパチャイ・

パニチャパック（Supachai Panitchpakdi）タイ副首相兼商務相は，ASEAN・

CER間により緊密な経済関係を築こうと提案した42。キーティング首相はス

パチャイ提案を ASEAN・CER諸国間に公式な経済連携関係を創設する絶好

の機会ととらえ，積極的に対応する。

　キーティングは翌1994年 4月にバンコクを訪問してチュアン・リークパイ

（Chuan Leekpai）首相と，また同年 6月にはジャカルタを訪問してスハルト

大統領と，ASEAN・CER間経済緊密化枠組みに関する協議を行った（Smith

［1998: 242］）。そして 6月までにはタイ，インドネシアに加え，フィリピン，

シンガポール，ニュージーランドからも好感触を得た。同年 9月の AEMで

は，AFTAと CERの間で可能な連携のあり方を検討することが合意された。

この合意にもとづいて1995年 4月には ASEANおよび CERの高級官僚がワ

ーキング・グループ会合を開き，協力措置に関する議論を行った。そして翌

5月，ASEANは 9月開催予定の AEMにオーストラリア，ニュージーラン

ドの代表を招待し，AFTA-CERリンケージに焦点をあてた協議を行うこと

を決定する（Chee and Teh［1996: 193］）。

　経済閣僚の初会合に至るまでの期間に行われた ASEAN，CER高級官僚に

よる準備会合では，AFTA-CERリンケージの目的は 2つの FTAを統合する

ことではなく，両地域のビジネスを支援し，地域間貿易投資を拡大するため

の実際的な方法を見出すことにあるとされた（Lloyd［1995: 10］）。当時 AFTA

は自由貿易地域創設の初期段階にあり，CERはすでにオーストラリア・ニ

ュージーランド間で事実上の自由貿易を達成していた。その差異を考えれば，

AFTAと CERの統合は現実的ではないと判断されたのである。また第 1回

閣僚協議では，AFTA-CERリンケージ措置は「開かれた地域主義」原則に

のっとって実施されることが確認されている（AFTA-CER Ministerial Consulta-
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tions［1995］）。つまり ASEAN・CER経済関係緊密化を目的として導入され

る貿易円滑化措置は，MFNベースで第三国にも適用されるということであ

る。また ASEAN全体が当事者となる経済協力プロセスは，ASEANで最も

消極的な加盟国が受け入れられるペースおよび内容で進められる必要がある

（Smith［1998: 248］）。オーストラリアとニュージーランドは ASEANウェイ

にもとづく協議に合意した。

5．協議の仕組み

　協議プロセスの最高レベルには ASEANおよび CERの経済閣僚で構成さ

れる「非公式閣僚協議」が設置され，第 1回協議は1995年 9月にブルネイで

開催された AEMの直後に行われた。その後の年次協議も同様の方法で行わ

れている43。協議参加国の民間経済界の協議プロセスへの参加も奨励された。

1996年 9月にはジャカルタで第 1回「ビジネスリーダー対話」が開催され，

ASEANおよび CER諸国から経済団体代表が参加した。その後もビジネス

リーダー対話は年次閣僚協議の直前に開催されることとなったが，それは閣

僚協議に経済界の声を反映させようという意図からである44。2001年には，

経済界の協議参加をさらに促すため「AFTA-CERビジネス委員会」（ACBC）

の設置が決まった。第 1回 ACBC会合は2002年 7月にクアラルンプールで

行われている45。

　局長レベル官僚の会合は，1995年 4月から年に 1回から 2回の頻度で行わ

れている。議題によって出席者の顔ぶれは変わるが，各国がそれぞれ任命し

た AFTA-CER協力調整官は常に出席していた。ASEAN・CER間協力の内

容と閣僚協議の議題はこの会合で決められた。AFTA-CER閣僚協議が AEM

の直後に開催されるのと同様，局長レベル会合も ASEANの経済担当高級事

務レベル会合（SEOM）の直後に開かれ，その議題は原則として ASEAN事

務局内 AFTA局が作成していた46。

　協議参加国政府それぞれには AFTA-CER政策調整を行う連絡事務所が設



198

置された。オーストラリアでは DFAT貿易交渉・機関部内に AFTA-CER課

が設置された47。ただし AFTA-CER協力の範囲は幅広く，人的資源開発，

製品基準，税関手続き，検疫手続きなども含んでいたため，実際には管轄内

容に従って DFAT内の他部局や他省庁もオーストラリア政府の政策形成プロ

セスに参加した。

　ビジネスリーダー対話（あるいは ACBC）への意見を集約し，また必要な

情報やデータを提供するため，ASEANおよび CER諸国の経済界も国内連

絡事務所を設置した。オーストラリアでは，以前からジャカルタに支部を持

ち ASEAN事務局や ASEAN-CCIとのコンタクトがあった金属産業協会

（MTIA）が連絡事務所の役割を果たした。MTIAは1998年，オーストラリア

製造業会議所と合併し，オーストラリア産業グループ（AIG）に再編される。

MTIAの連絡事務所としての役割は AIGに引き継がれた。

6．協議の成果（1990年代末まで）

　表 5 - 4に，1990年代末までに閣僚協議が合意した協力分野とそれぞれが

合意された年を示した。同表からもわかるように，協力分野および協力措置

は毎年拡大されている。しかし協力への合意は，必ずしも実際の協力活動の

速やかな開始を意味するものではなかった。

　税関手続き分野での目にみえる成果は「税関手続きハンドブック」の刊行

にとどまった。他のほとんどの協力措置，たとえば GATT関税評価協定履

行のための技術支援などは，効果が現れるまでに継続的な取組みが必要であ

り，もともと素早く成果をあげることが難しい性格のものといえる。CER

側は電子検疫証明などを提案したが，オーストラリアとニュージーランドは

自国の独特な生態系を守るため厳しい検疫制度を採用しており，両国にとっ

て検疫はセンシティブな分野となっている48。ASEAN諸国はオーストラリ

アの検疫制度，とくに加工・未加工食品に対する検疫の厳しさを指摘し，制

度変更を行って ASEANからの輸入を増やすべきだと主張した49。
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表 5 - 4　ATA-CERリンケージ協議の協力分野・措置（1990年代）

1 　税関手続き関連
ASEANおよび CER諸国関税概要の作成（1995年）
GATT関税評価協定履行のための技術支援（1996年）
貨物通関円滑化（1996年）
電子商取引（1996年）
『税関手続きハンドブック』の刊行（1997年）
ASEAN新規加盟国への GATT関税評価協定履行のための訓練供与（ニュージーラ
ンド）（1999年）

2 　基準・適合性関連
ISO 14000環境規格システムに関する情報交換と共同作業（1995年）
『ASEAN Standards and Quality Bulletin』誌に CER基準・適合性の進展を特集掲載
（1995年）
閣僚協議で「基準・適合性分野の協力に関する ASEAN・CER間覚書」に署名（1996
年）

ISO，IECなどの国際基準への準拠促進（1996年）
試験・認定システムの開発協力（1996年）
試験結果，認定プログラムの相互認証実現（1996年）
両地域での関連出版物を通した情報提供促進（1996年）
品質認定システム分野での情報交換と人的資源開発（1996年）

3 　人的資源開発関連
青年中小企業家の交換プログラム（1997年）

4 　サービス関連
専門的サービス，建築，運輸，観光分野での協力（1997年）
運輸情報ディレクトリ（AFTA-CER運輸情報ウェブサイト）の作成（1999年）
メコン地域の荷動きを検討する輸送回廊調査実施に向けた議論（1999年）

5 　投資促進関連
民間主導のインターネット投資仲介システム構築計画（1998年）
AIGによる ASEAN，CER投資機会情報ウェブサイトの立上げ（1999年）

6 　検疫関連
検疫方法および通知に関する協力（1996年）
CER側から，電子検疫証明パイロットプログラム，ASEAN-CER食品規格当局ディ
レクトリ，動植物検疫リスク分析支援の提案（1999年）

7 　その他
ASEAN・CER間貿易投資データベースの作成，連結（1995年）
ビジネスリーダー対話による ASEAN，CER非関税貿易障壁リストの作成（1997年）
AFTA-CERリンケージの将来的発展に関する研究者，シンクタンクの共同研究奨励
（1997年）

（出所）　AFTA-CER Ministerial Consultations［1995，1996a，1997，1999］より作成。
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　基準・適合性分野で目立つのは，協力活動の基盤を作るための「覚書」

（AFTA-CER Ministerial Consultations［1996b］）の署名だろう。しかし AFTA-

CER協議全体の非公式な性格を反映し，覚書には「国際法または参加国の

国内法のもとで拘束力を持たない」ことが明記されている（第 1条）。覚書

は必要に応じて見直されることとなっていたが（第 9条），1990年代末まで

に見直し作業は行われなかった50。

　1996年の閣僚協議は，ASEAN，CERの経済界にそれぞれ相手方の非関税

障壁リストの作成を要請した。各国経済界が作成した非関税障壁リストはひ

とつにまとめられ，1997年の閣僚協議に提出された（ASEAN-CCI［1997］）。

リストにあがった非関税障壁は ASEAN・CER間の二国間協議
4 4 4 4 4

を通して削減

するとされたが（AFTA-CER Ministerial Consultations［1997］），1990年代末ま

でにそのような協議は行われなかった。非関税障壁リストの包括的見直しも

計画されていたが，これも1990年代末までには実施されていない51。経済界

は人的資源開発分野にもかかわり，1997年には ASEAN・CER中小企業間で

青年企業家の交換派遣プログラムが合意された。しかし，このプログラムも

また1990年代末までには開始されなかった。

　閣僚協議は AFTA-CER協議の将来展望に関する調査研究を奨励した。

1997年 9月にはアジア2000基金（ニュージーランド），メルボルン・ビジネス

スクール（オーストラリア），東南アジア研究所（シンガポール），政策研究所

（シンガポール）の 4機関共催により，「AFTA-CERリンケージ―前進への

道―」と題する会議が開催されている。会議には ASEAN，CER諸国から

研究者，民間経済人，政府関係者（個人資格）が参加し，その場の議論をま

とめた提言書（Gibson et al.［1997］）が同年の閣僚協議に提出された。提言書

には以下の内容が含まれていた。⑴閣僚協議メカニズムを公式化すること，

⑵閣僚協議を AEMの日程から切り離すこと，⑶貿易投資円滑化だけでなく，

両地域間の貿易投資自由化も議題とすること。提言書の内容からは，会議参

加者が協議プロセスの仕組みとペースに不満を持ち，早期に具体的な成果を

求めていたことがうかがえる。



第 5章　ASEAN地域主義と AFTA－ CERリンケージ協議　201

7．なぜ協議は早期に経済利益を実現できなかったのか？

　AFTA-CERリンケージ協議は1990年代に大きな収穫を実現できなかった52。

いくつかの小さな成果は認められるが，それらは将来的な ASEAN・CER協

力への「第 1歩」にとどまったといわざるをえない。閣僚協議開始から 5年

が経った1990年代末時点でも，AFTA-CER協議は形成段階あるいは予備調

査段階にあると説明されていた。オーストラリアが期待したようなペースで

協議が進まなかった要因はいくつか指摘できる。

　第 1に，協議の重要性の度合いに関する認識が ASEAN諸国と CER諸国

では異なっていたことがあげられる。オーストラリアが明確な目的を持って

AFTA-CER協議に臨んでいたことを考えれば，政府と経済界双方が熱心に

協議に取り組んだことは理解できる。また両者は，ASEAN諸国も CERの

経験を学び，貿易円滑化支援を受けることで AFTA-CERリンケージから利

益を得ると指摘していた53。しかし ASEAN諸国の政府と経済界は ASEAN・

CER間貿易円滑化は概して CER側，特にオーストラリアを利するものとと

らえていた。したがって ASEAN諸国は，AFTA-CERリンケージを進展さ

せるためには，まず CER側が検疫制度などの分野で譲歩すべきと主張した54。

　確かに，ASEAN・CER間の経済緊密化が参加国すべてに利益を与えるも

のだったとしても，それぞれが得る利益の量（に対する認識）は均一ではな

かっただろう。オーストラリア・ニュージーランド間では実質的な自由貿易

が行われ，同時に両国ではMFNベースの自由化もかなり進んでいたので，

AFTA-CER枠組みで行う貿易円滑化（あるいは自由化）のために必要な追加

的コストは最小限で済む。一方，域内自由貿易に向けたプロセスを開始した

ばかりだった ASEAN諸国が支払わなければならない調整コストは，オース

トラリア，ニュージーランドと比べれば著しく高いものとならざるをえない

（シンガポールを除く）。利益の不均衡を強く意識していた ASEAN諸国は

CER側からの譲歩をより多く求めたが，オーストラリア，ニュージーラン
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ドは相互主義にもとづかない譲歩を受け入れなかった。

　第 2には，AFTA-CER協議の進め方として ASEANウェイを採用したこ

とがあげられる。オーストラリアとニュージーランドにとって他に選択肢は

なかったが，ASEANウェイは素早く成果を生む方法ではなかった。AFTA-

CERリンケージの第 1歩に合意することは比較的容易だったが，具体的な

協力活動を実施する「第 2段階」へ移行する過程で困難に直面した。

ASEAN諸国のいくつかは AFTA-CER協力から得られる利益に懐疑的だっ

たことから，ASEAN全体として実体のある協力措置に早期に取り組むこと

が難しくなってしまった。この時期にベトナム，ミャンマー，ラオス，カン

ボジアが次々と ASEANに新規加盟したことも状況をさらに複雑にした。新

規加盟国は地域間経済協力にはまったく不慣れだった。

　第 3に，1990年代末に ASEAN諸国を襲った通貨危機がある。通貨危機を

受け，ASEAN諸国の最優先課題は自国経済の安定化に移った。したがって

AFTA-CERリンケージの意義も，経済安定化に即効的か否かという観点か

ら問われるようになる。すでに「失速」していた AFTA-CER協議が

ASEAN経済の即効薬となることは期待できなかった。ASEAN諸国が

AFTA-CERリンケージより他の地域協力課題を優先したとしても驚くべき

ことではないだろう。ASEANは域外からの投資流入を促進するため AFTA

プロセスの加速を決定する。同時に，ASEAN諸国のなかには域外からの輸

入から特定産業を保護しようとする国もあった55。このような保護措置は通

貨危機の破壊的影響から国内産業を守る一時的なものとされたが，ASEAN

全体としては地域間貿易投資円滑化，自由化協議に積極的に取り組むような

雰囲気ではなくなった。

　1990年代末には，経済協力は二国間で進めた方が成果を得やすいという考

え方が ASEAN諸国，CER諸国双方で現れてくる。ASEANでは，AFTA-

CERリンケージの主要な手段は二国間協議であるべきで，ASEAN全体とし

て統一スタンスを作る必要はないという指摘が現れた56。オーストラリアで

は，1996年 3月の総選挙でアジア関与政策を主導したキーティング政権が敗
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れ，ハワード率いる自由党・国民党政権に交代していた。ハワード政権は重

要な対外経済政策イニシャティブのひとつとして AFTA-CER協議を引き継

いだ。しかしハワードは国際協力に関してより現実主義的な認識の持ち主で，

貿易投資円滑化措置は一方的に実施すべきではなく，また ASEAN諸国に対

してのみ適用するようなローカル・スタンダードも作るべきではないと考え

ていた。リンケージ協議が目にみえる成果を早期に生み出さないなか，この

ような考えは経済界にも共有されるようになっていった57。

［注］
⑴　両文書とも ASEAN事務局ウェブサイトからダウンロード可能。TACは

http://www.aseansec.org/1217.htm，協和宣言は http://www.aseansec.org/1216.
htm（最終アクセス2007年12月26日）。
⑵　原加盟国以外の ASEAN加盟は1984年のブルネイが最初である。1987年には

TAC第18条が改訂され，域外国の TAC加盟も可能になった。1989年にパプア
ニューギニアが TACに署名したが，ASEANでのステイタスは2008年時点も
オブザーバーにとどまっている。冷戦終了後ベトナム，ラオス，ミャンマー，
カンボジアが順次 TACに署名し，ASEANのフルメンバーとなった。近年東
アジア地域統合の動きが進展するに従って2003年に中国とインドが TACに署
名し，それに韓国，パキスタン，ニュージーランド，日本，オーストラリア
が続いている。
⑶　Declaration of ASEAN Concord，“A. POLITICAL”を参照。
⑷　「地域アイデンティティ」，「ASEAN連帯」，「強靱な共同体」などの言葉や
概念はその後の ASEAN文書でも繰返し強調されている。

⑸　ASEANはドイチュのいう「多元型安全保障共同体」（Deutsch［1967］）に
近づいたといえるだろう。多元型安全保障共同体は，安全保障協力への意志
と枠組みを共有するが参加国の政治制度の統合は目標としない地域共同体と
定義される。

⑹　ウィットラム政権とフレイザー政権の ZOPFAN構想の取扱い方の違いは好
例である。本書第 3章参照。
⑺　1970年代前半に国連，アジア開発銀行，アジア産業開発協議会が，それぞ
れ ASEAN地域経済協力の可能性を探る調査を行っている。このなかで国連調
査チーム報告書の内容が ASEAN地域経済協力の基礎となった（Suriyamongkol

［1988: 56-67］）。
⑻　Declaration of ASEAN Concord，“B. ECONOMIC”を参照。
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⑼　AIPとして当初提案されたのは，尿素肥料（インドネシア，マレーシア），
ソーダ灰（タイ），過リン酸肥料（フィリピン），ディーゼルエンジン（シン
ガポール）だった。

⑽　シンガポールの AIPは典型的な例である。他の ASEAN諸国（とくにイン
ドネシア）は主に農作業に使用される低馬力ディーゼルエンジンの自国生産
にこだわり，それが AIPに指定されることに反対した。交渉が長期化したこ
とによりシンガポールは1978年に AIPからの離脱を決定し，他国の AIPに
対しては必要資金の 1％のみを名目的に拠出することを決めた。日本政府は
ODAを通して各 AIPの70％の資金を拠出することを決めており，残り30％の
資金の 6割（プロジェクト全体の18％）を各 AIP立地国が拠出し，残りはホ
スト国以外の 4カ国が等分に負担する（同 3％ずつ）ことになっていた。シ
ンガポールの離脱を受け，ASEAN各国に立地する AIPへの資金拠出はシン
ガポール 1％，他の 3カ国で11％という配分になった（Suriyamongkol［1988: 
203-207］）。
⑾　Langhammer［1991: 140-142］は，AIP，AIJVスキームは ASEAN加盟国の
分権的で民間重視の市場経済政策になじまなかったと指摘している。一方，
清水［1998: 86-89］は，初期の ASEAN域内経済協力にみられた「集団的輸入
代替重化学工業化戦略」自体が，多国籍企業の FDIを通じた国際分業構造の
転換という大局的な環境変化とは相容れないものだったと主張している。
⑿　詳細は ISEAS［1991: 63-76］参照。
⒀　1989年以降は APECもアジア太平洋諸国・地域の外相，経済貿易担当相そ
の他の閣僚が定期的に会合する枠組みを提供している。
⒁　ASEANウェイの説明および再評価は黒柳［2005］に詳しい。
⒂　ASEANウェイは「最小約数」（lowest denominator）アプローチとも呼ばれ
てきた。また ASEANウェイは「アジア」特有のアプローチともいわれること
もある。たとえば Soesastro［1995: 486］は，「まず行動方針に合意して，そ
の後徐々に物事を展開させるのが『アジア的』アプローチである。これはア
ジア人の多くが法的，制度的にすぎると感じる『アメリカ的』アプローチと
は対照的である」と指摘している。

⒃　ASEANウェイには，加盟国に広く協力スキームへの参加を求めることがで
きるという利点がある。しかし一方で，たとえ閣僚レベルの合意があったと
しても，加盟国の協力措置実施を完全に保証するわけではない。前述した域
内経済協力スキームの停滞はその典型的な例である。

⒄　ただし，この時期の ASEAN諸国の経済発展は ASEAN地域協力にほとんど
依存していなかったことは明記しておくべきであろう。

⒅　1992年の ASEAN各国の対アメリカ，EU輸出がそれぞれの輸出総額に占
める割合は，インドネシア27.5％，シンガポール35.5％，タイ42.1％，フィリ
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ピン57.9％，ブルネイ10.4％，マレーシア33.6％となっていた。International 

Monetary Fund, Direction of Trade Statistics Yearbook，1993年版より。
⒆　ゴー・チョク・トン（Goh Chok Tong）シンガポール首相の発言，1992年
（Snitwongse［1998: 188］で引用）。
⒇　2007年時点の ARF参加国は，ASEAN 10カ国，アメリカ，EU，インド，オ
ーストラリア，カナダ，韓国，中国，朝鮮民主主義人民共和国，日本，ニュ
ージーランド，パキスタン，パプアニューギニア，東ティモール，モンゴル，
ロシアとなっている。
21　シレガール・インドネシア貿易相の発言，1991年12月（Antolik［1992: 145］
で引用）。
22　清水［1998］は AFTA構想につながる域内経済協力の転換点として，1987
年の第 3回首脳会議で採択された「マニラ宣言」（ASEAN Summit［1987］）に
注目している。同研究によれば，マニラ宣言からは「集団的輸入代替重化学
工業化」から「集団的外資依存輸出指向工業化」への域内経済協力基本戦略
の転換が読み取れ，それは翌1988年に覚書が署名された「ブランド別自動車
部品相互補完流通計画（BBCスキーム）」（AEM［1988b］）の実施に具体化さ
れた。詳しくは，清水［1998: 第 4～ 5章］を参照。
23　民主カンプチア（クメール・ルージュ）は1975年 4月に武力によって政権
を奪取した後，極端な共産主義政策を導入した。資本家，技術者，知識人そ
の他の都市住民の資産および地位を剥奪し，地方農村への移住を強制した。
また学校，病院，工場，銀行などを閉鎖し，廃貨を行い，宗教を禁止し，す
べての私的財産を没収した。農村への強制移住者は集団農場での労働を強い
られ，反乱を主謀しかねないとみられた「知識人」や村落リーダーのほとん
どは殺害された。政治的混乱によってカンボジア経済は荒廃し，飢餓状態に
陥った。民主カンプチア統治時代に少なくとも100万人以上のカンボジア国民
が死亡したと推計されている。すでに前フレイザー政権は1981年 2月に民主
カンプチアの政府承認を撤回し，当時野党だった労働党もこの決定を歓迎し
ていた（Frost［1997: 200］）。

24　ホーク政権のベトナムに対する行動の背景のひとつとして，ヘイドン自身
が通商上の利益をあげていることは注目される。ヘイドンは1996年に出版さ
れた自伝のなかで，「我々は，通商上の足掛かりを作るためベトナム市場に早
く参入しなければならなかった。アメリカや日本といった『巨大なプレーヤ
ー』がベトナムとの関係を正常化すれば，条件は劇的に変わってしまっただ
ろう」と述べている（Hayden［1996: 381］）。

25　1990年代前半の共和制移行論議については福嶋［1995］が詳しい。
26　これらは「オーストラリア・ニュージーランド標準産業分類」（ANZSIC）
（1993年）にもとづく加工程度による製造業品分類である。SPPMsには小麦
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粉，チーズ，バター，殺菌牛乳，赤身肉，なめし革，ビール，精糖，パルプ，
銑鉄などが，STMsには鉄板，コイル，セメント，苛性ソーダ，れんが，紙，
石こうなどが，MTMsには鋼線，金属パイプ・チューブ，単純ガラス，石け
ん・洗剤，織物，ティッシュペーパーなどが，ETMsには自動車・自動車部
品，機械，プレハブ建物，ガラス製品，セラミック製品，医薬品などが，そ
れぞれ含まれる。
27　AFTA原案については「1992年シンガポール宣言」（http://www.aseansec.

org/5120.htm）と「AFTAのための共通効果特恵関税スキームに関する協定」
（http://www.aseansec.org/12375.htm）を参照（最終アクセス2007年12月26日）。
両文書とも1992年 1月の ASEAN首脳会議で署名されている。
28　たとえば，1993年12月に終了したウルグアイ・ラウンド交渉の最終合意内
容は AFTA当初案より幅広い内容を含んでいた。その差はとくにサービス貿
易，農産物貿易，貿易関連投資措置などの分野で顕著だった。
29　「シンガポール・ジョホール・リアウ成長の三角地帯」（SIJORI。後に「イ
ンドネシア・マレーシア・シンガポール成長の三角地帯［IMS-GT］」へ発展
的解消）や「インドネシア・マレーシア・タイ成長の三角地帯」（IMT-GT），
その他の類似した域内成長地帯構想は，国境に近接した地帯の結びつきを
強め，地域経済統合の加速を求める政治勢力を形成した（Parreñas［1998: 
237］）。
30　ファスト・トラックに含まれたのは，植物油，セメント，化学薬品，医薬
品，肥料，プラスチック製品，ゴム製品，皮革製品，パルプ，繊維，セラミ
ック・ガラス製品，宝石・貴金属，銅陰極，電子機器，木・籐製家具の15製
品グループ。
31　暫定除外の他，加盟国には国家安全保障，公衆道徳，人間・動植物の生命
および保健，芸術・歴史・考古学的価値などの観点にもとづいて特定品目
を自由化対象から永続的に除外する裁量が認められており（CEPT協定第 9
条），このような品目は「一般除外品目リスト」に入れられた。
32　未加工農産物は「即時関税削減対象」，「暫定除外」，「センシティブ」，「高
度センシティブ」の 4つの品目リストに分類された。即時関税削減対象リス
トに含まれた未加工農産物の関税は2003年までに 0～ 5 ％に削減されてい
る。また当初暫定除外とされた品目のすべても2003年までに関税削減対象に
移行した。センシティブ品目は2010年までに関税削減対象となる予定であ
る。ASEAN加盟国の間では，未加工農産物の域内関税率は各国がWTO協定
で約束する関税率より特恵的でなければならないという合意が成立している
（ASEAN Secretariat［1996: 27-28］）。
33　新規加盟国には，未加工農産物の域内関税削減についても他の品目と似た
スケジュール延長が認められている。
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34　各加盟国の域内貿易自由化加速措置の詳細については AFTA Council［1998: 
Annex I］を参照。

35　AHTNは国際統一商品分類（HS） 6桁レベルに ASEAN独自の 2桁を加え
た 8桁レベルの商品分類で，2004年 4月までにすべての ASEAN加盟国が導入
している。
36　ポジティブ・リスト方式では，合意された特定措置（たとえば関税削減，
撤廃など）の適用対象を協定で具体的に明示する。これに対し「ネガティブ・
リスト」方式では，協定に明示されたもの以外はすべて特定措置の適用対象
となる。どちらの方式を採用した場合でも協定の包括性は明示された品目の
数に依存することになるが，一般的には「ネガティブ・リスト」方式をとっ
た方がより包括的となる傾向が強い。

37　Hoadley［1995: 27］は，1965年ニュージーランド・オーストラリア自由貿
易協定の他のいくつかの「欠点」も指摘している。関税撤廃対象となった品
目の関税はすでに低かったこと，関税削減対象となった品目の多くは同時に
輸入許可制などを通じた貿易制限の対象だったこと，などである。

38　CER協定合意に至る交渉の詳細については Hoadley［1995: 34-55］を参照。
39　以下の要件を満たせば CER原産と認定された。⑴加盟国産原材料，⑵生産
工程のすべてが加盟国内で行われた製造業品，⑶最終工程を含む生産工程の
一部が加盟国内で行われ，かつ加盟国産原材料，加盟国内で生じた労賃・工
場諸経費，加盟国産内部容器への費用支出合計が総費用の50％以上である製
造業品（DFAT［1997b: 12-13, 163-177］）。「工場費用方式」と呼ばれた⑶の要
件は複雑で，認定申請手続きも煩雑となる傾向があった。このためオースト
ラリア，ニュージーランド両政府は2006年 2月，関税分類システムを基礎と
した新たな原産地規則の導入で合意した。2007月 1月に導入された規則では，
加盟国内で行われた生産工程で関税分類が変更された製造業品は原則として
CER原産と認定される（Vaile［2006a］）。これは近年締結されている二国間
FTAでも多く採用されている方式である。

40　CER見直し作業の結果署名された文書は DFAT［1997b］にまとめられてい
る。

41　TTMRAがカバーする職種は登録，資格，免許など開業に何らかの公的な承
認を必要とするものすべてである。また TTMRAにより製品基準，包装，表
示などを規定する両国の国内法の一部は無効となった。詳細は Commonwealth 

of Australia［1998b］を参照。
42　筆者が1998年11月に行ったオーストラリア，ニュージーランド，タイ各国
の通商担当官僚および ASEAN事務局スタッフへのインタビューによると，ス
パチャイはこの提案に関し，ASEAN諸国の貿易相あるいは CER諸国の首脳，
閣僚，官僚との事前協議を実質的にはまったく行っていなかったようである。
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さらにはタイ政府内での事前協議も行っていなかった。つまり同提案は多国
間自由貿易投資を信奉するスパチャイが「思いついた」ものだったと思われ
る。スパチャイは後にWTO事務局長（2002～2005年）を務めている。

43　ただし1998年10月に予定された閣僚協議は同月に総選挙を行ったオースト
ラリアの要請で延期され，その後中止されている。
44　政府間協議に経済界の視点を反映させるというアイディアは，直接的には

APECプロセスに由来するものと思われる。APECプロセスでは，経済界の優
先課題や協力分野の特定にかかわる提言を行い，また閣僚会議，実務者会合
などからの情報提供要請に応える組織として1995年11月に「APECビジネス
諮問委員会」（ABAC）が設置されている。
45　各国の ACBC委員は ASEANおよび CER諸国の経済閣僚が公式に任命する
ことになっている。
46　少なくとも初期の段階では，AFTA局が AFTA-CER協議の準備に費やせる
時間はかなり限られていたようである。それは AFTA-CER局長レベル会合の
開催方法によるところが大きかった。同会合に割り当てられた時間は通常 2
～ 3時間で，ほとんどの場合同じ日に別の対話パートナーの官僚との会合が
設定されていた。このため ASEAN側官僚のスケジュールは厳しく，AFTA-
CER会合の延長はほぼ不可能だった。1997年中の同会合に出席したオースト
ラリアの官僚は，会合時間が短かすぎ，すべての議題を消化することはでき
なかったと述べている。DFAT官僚へのインタビュー，1997年11月10日。

47　ニュージーランド政府は外務貿易省南・東南アジア部を連絡事務所とした。
ASEAN諸国では，貿易関連省庁で AFTAと地域協力プロセスを管轄する部局
が AFTA-CER政策調整を行った。協議参加国のなかでオーストラリアだけが
「AFTA-CER」という言葉を冠した連絡事務所を設置したのは，政府の AFTA-
CERリンケージへの意気込みを示していたのではないかと思われる。
48　オーストラリア政府は，自国の検疫制度には科学的根拠があり，WTOから
も合法的と認められていると主張している（Commonwealth of Australia［2001: 
12］）。政府は ASEAN・CER間協力のために検疫制度を変更する必要はないと
考えており，さらにはいかなる二国間，地域，多国間協定においても変更す
る必要はないとしていた。

49　オーストラリアの検疫制度の厳しさを揶揄した以下の話は広く（オースト
ラリア国内でも）語られている。「ASEAN産鶏肉がオーストラリアの検疫を
通るためには，輸出する前に数時間煮沸されていなければならない。しかし
鶏肉を数時間も煮れば骨とスープになってしまう。つまりオーストラリアに
鶏肉は輸出できないということだ」。

50　AFTA-CER協議に参加したオーストラリア，ニュージーランド，タイの官
僚へのインタビュー，1998年11月。
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51　オーストラリア，ニュージーランド，タイでの AFTA-CER協議関係官僚お
よび民間経済人へのインタビュー，1998年11月。
52　ASEAN，CER双方の民間経済人はこの時期，地域間経済活動に対す
る AFTA-CER協議の具体的な効果は感じていないと述べている。AIG，
ASEAN・ニュージーランド合同経済委員会およびタイ商業会議所の上級スタ
ッフへのインタビュー，1998年11月。
53　たとえばオーストラリア，ニュージーランド両政府は，CERの税関手続き
や製品基準調和措置を導入することは世界基準を導入することと同じであり，
ASEAN諸国にとって大きなメリットがあると主張することが多かった。この
ような主張は AFTA-CERリンケージを論じた初期の論文でもよく引用され
た。たとえば Smith［1998: 246］を参照。

54　AFTA-CER協議プロセスに参加したインドネシア，タイ両国の官僚および
民間経済人へのインタビュー，1998年11月。
55　例えば，タイ政府は1998年 7月に乗用車の現地調達規則（51％）撤廃計画
の凍結を決定し，鋼板関税を引き上げた。またフィリピン政府は1999年 1月，
繊維，プラスチック，紙を含む22の製品分野で関税引上げを行った（『日本経
済新聞』1998年 7月23日，1999年 1月19日）。

56　AFTA-CER協議に参加したタイおよびインドネシアの官僚および民間経済
人へのインタビュー，1998年11月。
57　DFAT官僚（AFTA-CER課）および AIGスタッフへのインタビュー，1997
年11月および1998年11月。




